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資料 3 日本臨床検査学教育協議会平成 30 年度臨時総会 調査研究委員会「平成 

29 年度 進路状況調査および平成 30 年度入学状況調査」に関する報告 

１．書類の題名 

日本臨床検査学教育協議会平成 30 年度臨時総会 調査研究委員会「平成 29

年度進路状況調査および平成 30 年度入学状況調査」に関する報告

（設置の趣旨等を記載した書類【資料 3】4～11 ページ） 

２．出 典 

一般社団法人 日本臨床検査学教育協議会 平成 30 年度臨時総会資料 

３．引用範囲 

臨時総会次第及び調査研究委員会「平成 29 年度進路状況調査および平成

30 年度入学状況調査」に関する報告（18～23 ページ） 

４．その他の説明 

本報告で示された正会員校へのアンケート調査結果から、「設置の趣旨等を

記載した書類」の本文（11 ページ）と【資料 3】においてその概要を引用

することにより、受験生の臨床検査技師養成校への進学に対する意識、及

び卒業後の進路の全国的な動向について説明した。 
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　　教育課程

人
体
の
構
造
と
機
能

臨
床
検
査
の
基
礎
と
そ
の
疾
病
と
の
関
連

左
2
項
目
に
含
ま
れ
な
い
科
目

講義実習講義 実習 4 4 4 5 3 6 2 4 6 10 6 2 12 88

肉眼解剖学 1 24 24 1

組織解剖学 2 60 30 2

生理学 2 56 28 2

生化学 2 60 30 2

免疫学 1 16 16 1

肉眼解剖学実習 1 30 30 1

細菌学 2 40 20 2

公衆衛生学Ⅰ 1 24 24 1

公衆衛生学Ⅱ 2 30 15 2

関係法規 1 16 16 1

マネジメントサイエンス基礎Ⅰ 1 18 18 1

マネジメントサイエンス基礎Ⅱ 1 30 30 0.3 0.2 0.5

保健医療情報学 1 16 16 1

統計学 2 30 15 2

検査機器総論 1 24 24 1

医用工学概論 2 30 15 2

医用工学概論実習 1 30 30 1

バイオサイエンス基礎 2 30 15 0.3

8 2 0 5.3 5.2 0 0 0 1 0.3 0 0 0 2.5 0 0 24.3

薬理学 1 16 16 1

病理学Ⅰ 1 16 16 1

病理学Ⅱ 1 26 26 1

臨床栄養学 1 20 20 1

病態生理学Ⅰ 1 20 20 1

病態生理学Ⅱ 1 28 28 1

血液学 2 30 15 1.2 0.8

臨床医学総論Ⅰ 2 30 15 1.7 0.1 0.1 0.1

臨床医学総論Ⅱ 2 32 16 2

睡眠医学 1 16 16 1

血液検査学 2 30 15 2

血液検査学実習 2 60 30 2

病理検査学 2 30 15 2

病理検査学実習 2 60 30 2

臨床病理検討会 1 16 16 1

一般検査学 2 48 24 2

一般検査学実習 2 60 30 2

臨床化学検査学Ⅰ 2 30 15 2

臨床化学検査学Ⅱ 2 30 15 2

臨床化学検査学実習 2 60 30 2

免疫検査学 1 20 20 1

RI検査学 1 30 30 1

遺伝子・染色体検査学 1 20 20 0.2 0.1 0.7

遺伝子・染色体検査学実習 1 30 30 1

ゲノム医療・先端医学 1 22 22 0.6

免疫学実習 1 30 30 1

輸血・移植検査学 2 30 15 1.9 0.1

輸血・移植検査学実習 1 30 30 1

微生物検査学実習Ⅰ 1 30 30 1

微生物検査学 3 46 15 2.9 0.1

微生物検査学実習Ⅱ 2 60 30 2

生理検査学Ⅰ 3 46 15 2.9 0.1

生理検査学実習 2 60 30 0.1 1.9

生理検査学Ⅱ 2 34 17 0.8 1.2

画像検査学Ⅰ 2 30 15 1.9 0.1

画像検査学Ⅱ 1 20 20 1

薬品管理学 1 20 20 0.4 0.6

検査管理総論 2 30 15 2

医療安全管理学 1 18 18 1

医療安全・検体採取実習 1 36 36 1

チーム医療演習 1 16 16 0.8 0.2

臨地実習前技能修得到達度評価 2 60 30 2

臨地実習（生理学的検査3単位を含む） 11 450 41 11

臨床検査医学特論 4 120 30 0.3 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 1 0.2

1 3 9.3 0.9 0.5 5.3 5.2 4.1 8.5 2.3 4.1 6.1 10 3.6 2.7 13 79.6

(1) (0) ※3.3 2.2 1.7 1.3 0.2 1.1 3.5 0.6 0.1 0.1 0 0.1 0.7 1 15.9

※『厚生労働大臣による指定科目の教科内容対比表』に従い本教育課程の必修科目を分類

教育課程と『臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第四号に基づき厚生労働大臣が定める
検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目』との対比表

（久留米大学医学部医療検査学科）

各科目の単位数

指定科目 病態学

公
衆
衛
生
学

医
用
工
学
概
論

血
液
検
査
学

病
理
検
査
学

尿
・
糞
便
一
般
検
査
学

生
化
学
検
査
学

(

免
疫
検
査
学
を

含

む
)

遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
学

計

必
須
単
位

数

（
A

)

8 5

輸
血
・
移
植
検
査
学

区

分
授業科目

単位数 時間数 1

単

位

当

た

り

の

時

間

数

微
生
物
検
査
学

生
理
検
査
学

臨
床
検
査
総
合
管
理
学

医
療
安
全
管
理
学

臨
地
実
習

5.7

合計20

専
門
基
礎
科
目

小計

専
門
科
目

小計

専門基礎科目と専門科目の合計単位数(B) 9 5 9.3 6.2 103.95.3 5.2 4.1 9.5 2.6 4.1 6.1 10 6.1 2.7 13

各指定科目の必須単位数(A)に対する(B)の増単位数

※病態学合計の必須20単位との比較（9 + 5 + 9.3 = 23.3)

資料7　教育課程と『臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第四号に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、

採血及び検体採取に関する科目』との対比表
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英語（リーディング） 英語（リーディング）

スポーツ・健康科学 スポーツ・健康科学

心理学 文学

久留米・筑後体験演習 歴史学

スポーツカルチャーを解剖する 社会学

観光英語 法学

キャリア入門 健康・スポーツ科学概論

文化人類学

哲学

人文地理学

いのちの倫理

経済学概論

社会心理学

英語TOEFL

基礎医学ディベート 論理学

学びの基本Ⅰ 数学

文献調査法

学びの基本Ⅱ

医用工学概論実習

化学 医用工学概論 バイオサイエンス基礎

物理学

生物学

肉眼解剖学 免疫学

組織解剖学

公衆衛生学Ⅰ マネジメントサイエンス基礎Ⅱ 公衆衛生学Ⅱ 関係法規

マネジメントサイエンス基礎Ⅰ データサイエンス基礎Ⅰ 保健医療情報学 データサイエンス基礎Ⅱ

統計学

病理学Ⅰ 病理学Ⅱ 臨床医学総論Ⅱ 臨床病理検討会

病態生理学Ⅰ 血液学 臨床栄養学 薬理学

睡眠医学

臨床検査学・ヘルスサイエンス入門 医学英語 血液検査学

臨床化学検査学Ⅰ 臨床化学検査学Ⅱ 血液検査学実習

免疫学実習 遺伝子・染色体検査学 RI検査学 免疫検査学

微生物検査学実習Ⅰ 遺伝子・染色体検査学実習 輸血・移植検査学 画像検査学Ⅱ

輸血・移植検査学実習

薬品管理学 検査管理総論 チーム医療演習 臨床検査医学特論

医療安全管理学 臨地実習前技能修得到達度評価

臨地実習

応用選択コース入門 マネジメントサイエンス応用Ⅰ マネジメントサイエンス応用Ⅲ

マネジメントサイエンス応用Ⅱ

臨
床
検
査
学
の
基
本

チ
I

ム
医
療

と
臨
床
検
査

学
の
実
践
に

向
け
て

生理学

生化学

保
健
医

療
福
祉

と
デ
I

タ
の
取

り
扱
い

人
体
の
構
造

と
機
能

基
礎
科
目

生
命
科
学
・
検

査
原
理
の
基
礎

科
学
的
思
考

の
基
礎

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

肉眼解剖学実習

専
門
基
礎
科
目

病
態
・
病
理

と
疾
病

生理検査学Ⅱ

細菌学

検査機器総論

病態生理学Ⅱ

臨床医学総論Ⅰ

専
門
科
目

応
用
選
択
コ
I

ス

一般検査学

一般検査学実習

病理検査学

病理検査学実習

臨床化学検査学実習

バイオサイエンス応用

データサイエンス応用

医療安全・検体採取実習

ゲノム医療・先端医学

微生物検査学

微生物検査学実習Ⅱ

生理検査学Ⅰ

生理検査学実習

画像検査学Ⅰ

卒業研究

臨床検査応用
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臨地実習前技能修得到達度評価項目一覧 

№ 項目 内容 

1 生理検査 患者の確認、検査説明が出来る。標準 12 誘導心電図検査で

電極を正しく装着し、心電図を記録出来る。肺機能検査では

検査の説明をし、スパイロメトリーの記録が出来る。 

2 血液検査 血球計算盤を用いた目視法で、赤血球数、白血球数、血小板

の計測が出来る。引きガラス法により血液薄層塗抹標本を作

製する。正常末梢血塗抹普通染色した標本で白血球 6 分画の

分類・同定が出来る。 

3 一般検査 試験紙法にて尿定性検査が出来る。尿沈渣標本を作製後、眼

幅・コンデンサ・視野絞り・開口絞り・光源量を調整し、顕

微鏡で観察出来る。 

4 病理検査 病理組織を用いて Hematoxylin-Eosin（HE）染色し、封入し

て標本を作製後、観察して臓器を同定出来る。細胞診検体を

用いて Papanicolaou（Pap）染色を実施し、観察して判定で

きる。 

5 生化学検査 マイクロピペットを正しく操作し、規定量を採取出来る。分

光光度計の操作ができる。採血管で遠心分離が必要なものに

対して、適切に遠心分離機を操作し遠心分離が出来る。 

6 微生物検査 手洗い、PPE の着脱が正しくできる。無菌操作により材料の

画線塗抹を実施する。グラム染色の標本を作製し、油浸で顕

微鏡観察し Gram 陽性/陰性、球菌/桿菌の判別が出来る。 

7 輸血検査 試験管法による ABO 血液型検査（オモテ・ウラ検査）及び

RhD 血液型検査を実施し、正しく判定できる。不規則抗体ス

クリーニング検査が実施できる。

8 コミュニケーション 採血応対、待ち時間の長かった患者への対応、医師へ情報提

供（パニック値等）ができる。 
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（添付 1） 

 個別の学修目標設定 

 

 

氏 名                      

臨 地 実 習 施 設 名                      

臨 地 実 習 期 間         年   月   日  ～    年   月   日 

記  入  日         年    月    日 

 

Ⅰ．臨地実習での目標 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-設置等の趣旨（資料）－27-



（添付 2） 

-設置等の趣旨（資料）－28-



-設置等の趣旨（資料）－29-



行動目標評価 
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消化器内視鏡 

検査 
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臨地実習終了時の振り返り 

 

 

氏 名                      

臨 地 実 習 施 設 名                      

臨 地 実 習 期 間        年   月   日 ～    年   月   日 

記  入  日       年   月   日 

 

Ⅰ．個別の学修目標設定で記入した臨地実習における学習目標 

  1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

Ⅱ．臨地実習で学んだ態度・知識・技能について書いてください 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．当初設定した学修目標の達成度はどのくらいですか。（％評価） 

 

Ⅳ．この臨地実習で気づいた自分自身の課題および、その克服に向けた自己学修計画を書い

てください。 

 

 

 

 

臨地実習調整者氏名                       

 

記入日         年     月    日 
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                        提出日：      年  月  日 

 

遅刻・欠席・早退届 

 

 

実 習 施 設 名:                     

臨 地 実 習 指 導 者 氏 名:                   様 

 

下記の通り臨地実習を遅刻・欠席・早退しましたので届出ます。 

 

久留米大学医学部医療検査学科:                 

学 籍 番 号：                     

実 習 生 氏 名：                     

 

記 

 

日  時：   年  月  日 （   時   分 ～   時   分の   時間） 

内  容： 遅刻 ・欠席・ 早退 （各該当に〇をつける事） 

 

理  由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付書類（診断書、証明書等）が必要な場合は内容が発生後速やかに提出すること 

 

以上 
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臨地実習に伴う配慮事項申請 

 

 

久留米大学医学部医学部医療検査学科 

学科長          殿 

 

 

 

○ 前期実習機関名 

実習期間   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

○ 後期実習機関名 

実習期間   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

1. 配慮が必要な理由： 

2. 具体的な配慮事項： 

3. 診 断 書 の 添 付：（  有  ・  無  ） 

 

 

  臨地実習にあたり、上記の通り配慮をお願いしたく申請致します。 

 

 

 

 年   月   日 

  

久留米大学医学部医療検査学科 

学籍番号                

学生氏名                ㊞ 

保証人氏名               ㊞ 

学生との続柄（     ） 
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個人情報等および医療機関・衛生検査所等の法人機密情報保護に関する説明 

 

本説明文章は、臨地実習のカリキュラムとして行われる医療機関・衛生検査所等における

実習・研修・見学（以下「臨地実習等」という）において実習生が守るべき事項のうち、特

に臨地実習等の誠実な履行、臨地実習等に関連して実習生が取得した個人情報、秘密および

プライバシー（以下、「個人情報等」という）の保護、医療機関・登録衛生検査所等の法人

機密情報の保護に関するものである。 

 

１．個人情報等 

１）「個人情報の保護に関する法律」において、個人情報とは、生存する個人に関する情報

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことが出来るもの（他の情報と容易に照合することが出来、それにより特定の個人を識別す

ることが出来ることとなるものを含む）をいう。 

２）個人情報等には以下の情報などが含まれる。 

（１）特定の患者あるいはその関係者が識別できる情報 

   （カルテ情報、検査データ、処方箋などを含む） 

（２）実習先医療機関・衛生検査所等の特定の職員あるいはその関係者が識別できる情報 

（３）特定の各学生が識別できる情報 

 

２．個人情報等の適正管理 

１）実習生は、個人情報の保護に関する法律、各養成施設が定める個人情報保護規程、お

よび実習先医療機関・登録衛生検査所等の定める個人情報保護規程・機密保護規程等を順

守し個人情報を適正に管理する。 

 ２）個人情報等を記録した文書、パソコン、記憶媒体などが紛失あるいは盗難にあわない

ように最大限配慮し注意する。 

３）以下に掲げる行為は個人情報等の適正管理を妨げるものであり、実習生はこれらの行

為を行ってはならない。 

（１）個人情報等を、実習施設の許可なしに使用すること。 

（２）実習施設の文書による許可なく個人情報等を第三者に提供すること。 

（３）個人情報等を実習施設の許可なしに複製・複写すること。 

（４）個人情報等を、実習施設の許可なしに、実習施設の指定した場所以外に持ち出しす

ること。 

（５）個人情報等を実習施設の許可なしに廃棄すること。 

（６）個人情報等を実習施設の許可なしに、私用パソコンで取り扱うこと。 

（７）個人情報等を、ファイル交換ソフトを入れたパソコンで取り扱うこと。 

-設置等の趣旨（資料）－54-



（８）個人情報等を、離席時あるいは退出時に、机上等に放置すること。 

４）実習終了時に、実習施設の指示に従い、実習期間中に取得した個人情報等およびその

複製物・複写物のすべてを返還または廃棄しなければならない。 

５）実習生は、臨地実習等の終了後においても、個人情報等の保護義務を負う。 

 

３．医療機関・衛生検査所等の法人機密の保護 

１）本文書の「医療機関・衛生検査所等の法人機密情報」とは、以下の情報をいう。 

（１）実習先医療機関・衛生検査所等の経営および事業運営に関する情報で公知でないもの 

（２）公知であっても、第三者に提供されることによって実習先医療機関・衛生検査所等の

権利・利益が損なわれる恐れのある情報。 

 

2）以下は本文書の医療機関・衛生検査所等の法人機密文書ではない。 

（１）情報取得時に既に公知であったもの 

（２）情報取得後に、実習生の責によらず公知となった情報 

（３）情報取得時に既に実習生が保有していた情報 

（４）正当な権限を有する第三者から秘密保護義務を負わずに入手した情報 

（５）法令その他に基づき公的機関等により開示を要求された情報 

実習生は、医療機関・衛生検査所等における臨地実習等において、法人機密情報の保護義

務を負う。法人機密情報の適正管理については、前項の個人情報等の適正管理に準じる。 

 

４．周知徹底の義務 

養成校は実習生に対し、個人情報および法人機密情報の保護義務を履行するために、個

人情報等および法人機密情報の取り扱いについて周知徹底しなければならない。 

 

５．誓約書の提出 

実習生は、以上の条項を理解したうえで、これを順守する証として、「医療機関・衛生

検査所等における臨地実習等の誠実な履行ならびに個人情報の保護に関する誓約書」

を提出しなければならない。 
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アクシデント・インシデント 報告書 

臨地実習施設名   

報告者（学生）   

発生日時 令和  年  月  日  （午前・午後）  時  分頃 

臨地実習指導者への報告日時 令和  年  月  日  （午前・午後）  時  分頃 

臨地実習調整者への報告日時 令和  年  月  日  （午前・午後）  時  分頃 

対象者情報 性別：□男性・□女性       年齢：     歳代 

概要（何がどうした）   

原因   

経過・対応   

被害 

対象者への信頼度 □大きく損なう   □少し損なう   □余り損なわない 

生命への危険度 □極めて高い   □高い   □可能性低い   □ない 

物品（その他）   

被害の状況・程度   

問題点・課題の分析   

アクシデント・インシデントを引き起こした場合、学生は直ちに臨地実習指導者（実習施設）

に報告する。 

・アクシデント（事故発生）の場合は、臨地実習指導者の指示の下、初期対処が終わったら

できるだけ早く、臨地実習調整者（学科）に電話等で報告する。 

・本報告は、臨地実習中の学生がアクシデント・インシデントの状況を把握、分析し、養成

校施設内教育に役立てるものです。 

臨地実習指導者：                  印 

臨地実習調整者：                  印 
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（添付 9） 
臨床検査学生の臨地実習に関する契約書 

 
○○医療施設名（衛生検査所等の名称）（以下、「甲」という）と、久留米大学医学部医

療検査学科（以下「乙」という）は、甲の施設において、第１条に記載する乙の実習生

（以下実習生という）の臨地実習（以下実習という）を実施するにあたり、次のとおり契

約を締結する。 
第 1 条（実習の対象等） 
実習の対象等は次のとおりとする。 
養成施設名   久留米大学医学部医療検査科                     
実習生氏名（学籍番号）                  

（         ） 
実習期間         年   月   日から      年   月   日

までの期間（   週間）で、甲乙が協議して定める学習時間 
実習施設名                                 
  所在地                                     
第 2 条（実習の実施方法） 
 甲は、実習プログラムを策定し、実習を実施する。 
第 3 条（実習教育費） 
 乙は、甲に対し、第 1 条の実習教育費として、実習生 1 人 1 日当たり       

円を負担し、実習終了後  日以内にこれを支払う。 
第 4 条（実習生の健康状態） 
 乙は、甲に対し、実習開始前に実習生の健康状態を記載した書類を提出する。 
２ 本契約書に定める実習にあたって実習生の健康状態に多大な問題が生じた場合に

は、甲乙双方は協議の上、実習生の実習を中断または中止することができる。 
第 5 条（実習生への規則遵守の徹底） 
 乙は、実習生が実習をおこなうにあたり、事前に甲が定めた諸規則・心得等を実習生

に説明し理解させる、かつ臨地実習指導者の指示に従うように実習生を指導する。 
第 6 条（個人情報、秘密およびプライバシー（以下、個人情報という）の保護） 
 実習の実施にあたって、甲乙双方は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 57 号（以下、「個人情報保護法」という）に従い、甲の保有する患者をはじめとする個

人情報等、ならびに実習生の個人情報等の漏洩などが生じないように、情報を適正に管理

する。 
２ 前項に基づき、乙は実習生に対し、個人情報等の保護に関する取扱いについての説

明文書をもって十分に説明し、実習生の了解のもとに、個人情報等の保護に関する誓約書

を提出させるものとする。 
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３ 乙は、甲の求めがある場合、前項の説明文書および誓約書を開示するものとする。 
４ 乙は、実習生に対し、実習終了後、卒業まで甲の保有する個人情報等の保護を徹底

するよう指導監督する。 
５ 甲は、実習終了後も実習生の個人情報を施設規定に従い適正に管理する。 
第７条（個人情報等の保護状況の報告および調査） 
 甲は、乙に対し、実習中および実習終了後の個人情報等の保護状況について、書面に

よる報告を求めることができるものとし、乙は遅滞なくこれに応じるものとする。 
２、甲は、乙に対し、実習中および実習終了後の個人情報等の保護状況について、確認

のために調査できるものとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するもの

とする。 
第８条（法人機密情報の保護） 
 本契約における甲の法人機密情報とは、以下の情報をいう。 
 ・甲の経営および事業運営に関する情報で公知でないもの 
 ・公知であっても、第三者に提供されることによって甲の権利利益が損なわれる恐れ

のある情報 
２．乙は、実習の実施にあたって、甲の法人機密情報の漏洩などが生じないように、法

人機密情報の保護について実習生に説明文書をもって適切な指導をするとともに、実習終

了後も法人機密の保護を徹底するよう指導監督する。 
第 9 条（実習の中止） 
 甲または乙は、実習生が以下に示す事項に該当すると判断したときは、甲乙協議の

上、実習を中止することができる。 
１） 甲の定める諸規定・心得等に違反した場合 
２） 甲の施設内の秩序あるいは規律を乱した場合 
３） 個人情報等の保護に関して漏洩があった場合 
４） 甲の法人機密情報の保護に関して漏洩があった場合 
５） 実習態度の不良などにより実習の目的を果たし得ない場合 
６） 実習期間中に生じた疾病・傷害等により長期欠席した場合 
７） 甲による実習指導の継続が不可能となった場合 
２．乙が既に支払った実習委託費については、甲は乙に返還しない。ただし、前項の

６）または７）や想定できなかった理由により実習の継続が不可能になった場合は、実習

委託費に関して甲乙協議の上、解決するものとする。 
第 10 条（実習生の疾病及び傷害） 
 実習を原因とする疾病および障害については、甲の故意または過失による場合を除

き、乙の責任において対処するものとする。 
第 11 条（損害賠償） 
 実習生の故意または過失により、甲に事故、器物破損、機密情報の漏洩その他の損害
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を与えた場合は、乙は甲に対し、実習生と連携してその賠償責任を負うものとする。

第 12 条（第 3 者損害賠償） 
 実習生の故意または過失により、第 3 者（甲の従業員を含む）に人的または物的損害

を与え、当該第三者と甲との間で損害賠償責任を問われる紛争または訴訟が発生した場合

は、乙はその当事者としての誠意をもってその対応にあたるとともに、甲乙は、実習生と

連帯して当該第三者に対する賠償責任を負うものとする。

第 13 条（その他の事項） 
 本契約に定めのない事項および契約条項に疑義が生じた場合は、それぞれ甲乙協議の

上解決する。

 本契約の締結を証するために、本契約書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自その

1 通を保有するものとする。 

       年  月  日

   甲)  所在地                 

    医療提供施設名又は 

           衛生検査所等の名称 

代表者名                 

   乙)  所在地      福岡県久留米市東櫛原町 777-1  
  養成施設名  久留米大学医学部医療検査科  

          代表者名                
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（添付 10） 
令和  年  月  日

個人情報および医療機関・衛生検査所等の法人機密情報の保護に関する誓約書

●●●●●●施設

施設長 ●●●● 様

１．私は久留米大学医学部医療検査学科の学生として実習先医療機関・衛生検査所等におい

て実習・研修・見学（以下、「臨地実習等」という）を行うにあたり、「個人情報等および医

療機関・衛生検査所等の法人機密情報保護に関する説明文書」の事項を十分に理解しました

ので、これを順守いたします。

2．私は、臨地実習等の期間中はもちろん、その後においても、実習等において知りえた個

人情報等および法人機密情報を第三者に漏洩いたしません。

以上誓約いたします。

  年    月    日

久留米大学医学部医療検査学科：                          

学生住所：                                    

学籍番号:                                   

学生氏名:                                 

※日時は書類を記入した日を記載してください
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臨地実習施設名

実習指導者名 

本校学生の臨地実習にあたり、貴施設で臨地実習予定の学生のうち健康状態につきま

して事前に周知の必要と思われる者につきまして以下のようにご報告させていただきま

す。つきましては、対象学生の健康状態にご承知おき下さいますようお願い申し上げま

す。また、学生に関する個人情報保護に関しましてもご配慮いただくようお願い申し上

げます。

学籍番号

氏  名

住  所

実習期間

配慮が必要な理由

具体的な配慮等

診断書添付の有無

※ご不明な点がございましたら臨地実習担当教員までご連絡下さい。

久留米大学医学部医療検査学科
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（資料 〇5.臨地実習報告書） 

臨地実習報告書 

臨地実習施設名  

責任者名  

学 生 氏 名 

臨地実習期間 年 月 日 ～ 月 日 

臨地実習で学んだ 

態度・知識・技能 

学修目標達成度（％評価） 

臨地実習で気づいた課題 

今後の学修計画 

感想・反省 

臨地実習調整者 氏名  

記入日    年  月   日 
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資料 17 診療情報管理士認定試験受験資格を認める大学および専門学校の指定に

関する規程（令和 3年 7月 1日改正施行）                

資料 18 日本病院会 診療情報管理士通信教育 2023による養成校が行うべき科目 

 

 

１．書類の題名 

・診療情報管理士認定試験受験資格を認める大学および専門学校の指定に

関する規程（令和 3年 7月 1日改正施行）               

（設置の趣旨等を記載した書類【資料 17】72ページ） 

・日本病院会 診療情報管理士通信教育 2023による養成校が行うべき科目 

 （設置の趣旨等を記載した書類【資料 18】73～74ページ） 

 

２．出 典 

   ・【資料 17】一般社団法人 日本病院会 診療情報管理士認定試験受験資格

を認める大学および専門学校の指定に関する規程（令和 3年 7月 1日改

正施行） 

   ・【資料 18】一般社団法人 日本病院会 診療情報管理士通信教育 2023年

7月開講 第 103期生受講生募集チラシ 

 

３．引用範囲 

   ・【資料 17】診療情報管理士認定試験受験資格を認める大学および専門学

校の指定に関する規程（令和 3年 7月 1日改正施行）全文 

   ・【資料 18】診療情報管理士通信教育 2023年 7月開講 第 103期生受講生

募集チラシ全文 

 

４．その他の説明 

   診療情報管理士資格取得に係る病院実習の概要を記載する上で、「設置の趣

旨等を記載した書類」の本文（45ページ）と【資料 17】【資料 18】におい

て受験資格を取得するための科目について説明した。 
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○○教授の採用に関する特別規程

平成３年７月26日 

規程第３－２号         

第１条 久留米大学の大学院・学部・学科の設置、拡充、維持等に伴い、教育及び研究上 

必要な場合は、学校法人久留米大学教職員定年規程の規定にかかわらず65歳を超える者 

を教授として採用することができる。 

第２条 教授の採用は、当該学部の教授会及び大学評議会の議を経て理事会において決定 

する。 

第３条 本規程による教授の任用期間は、５年を限度とする。 

第４条 教授の給与等待遇については、理事長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成３年７月26日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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資料 20 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 面積基準の算出根拠となる 

規程 

 

 

１．書類の題名 

久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 面積基準の算出根拠となる規程

（設置の趣旨等を記載した書類【資料 20】84～90ページ） 

 

２．出 典 

   ・令和 4年度学校基本調査 

   ・久留米大学校舎平面図 

 

３．引用範囲 

   ・久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 学校施設調査票（高等学校

等） 

   ・久留米大学 大学本館 1階及び教育 2号館 1～5階平面図 

 

４．その他の説明 

   施設、設備等の整備計画について、共用する医学部附属臨床検査専門学校

が、規定の面積基準を満たしている旨を記載する上で、【資料 20】70～83

ページに示した関連規程等に加え、令和 4年度学校基本調査において提出

した学校施設調査票（高等学校等）及び該当の校舎平面図を添付した。 

 

 

-設置等の趣旨（資料）－75-



-設置等の趣旨（資料）－76-



-設置等の趣旨（資料）－77-



-設置等の趣旨（資料）－78-



-設置等の趣旨（資料）－79-



-設置等の趣旨（資料）－80-



-設置等の趣旨（資料）－81-



-設置等の趣旨（資料）－82-



-設置等の趣旨（資料）－83-



-設置等の趣旨（資料）－84-



-設置等の趣旨（資料）－85-



-設置等の趣旨（資料）－86-



別添資料　久留米大学医学部医療検査学科　診療情報管理士病院実習施設一覧

郵便番号 住所

1 久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町67 35

35合　計

№
所在地

受け入れ人数実施施設名
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